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 Front Line（フロントライン）とは「最前線」という意味です。相双地区は東日本大震災・原発事故の被災地であり、
 日本の雇用の最前線であることから、その状況をわかりやすく伝える情報誌として、このような名称としました。
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正社員での雇用は、中長期的な視点での人材育成、技術の伝承が行いやすく、顧客との関係や企業イメージの向上に
つながるというメリットもあります。正社員雇用についてご検討ください。
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6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

693 513 463 463 423 482 475 417 362 534 632 518 735 514 485 461 442 475

1,043 933 1,035 1,059 872 1,011 1,206 865 915 1,181 1,026 1,118 1,119 839 957 1,084 872 1,081

6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2,316 2,281 2,146 2,090 2,000 2,024 2,001 1,873 1,781 1,888 2,097 2,184 2,347 2,229 2,170 2,099 2,076 2,130

3,131 3,006 2,858 2,857 2,811 2,858 2,933 2,916 2,876 2,893 3,018 3,091 3,023 2,875 2,791 2,738 2,778 2,945

職業紹介状況報告（様式1号）より集計　　

6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

全国 1.26 1.25 1.24 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.24 1.26 1.26 1.24 1.22 1.22 1.20 1.20

福島県 1.29 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24 1.27 1.26 1.31 1.30 1.30 1.30 1.28 1.25 1.26

相双 1.35 1.32 1.33 1.37 1.41 1.41 1.47 1.56 1.61 1.53 1.44 1.42 1.29 1.29 1.29 1.30 1.34 1.38

＜最新の雇用失業情勢ﾃﾞｰﾀ＞ 令和　７　年　９　月分
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完全失業率・完全失業者数は季節調整値となる。出典は総務省統計局「労働力調査」
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　　　　　　　　　　　　　（注）全国及び福島県の月間有効求人倍率は季節調整値、相双は原数値となる。 （福島労働局公表）

２．６

　　　　　　　　　　　　　　　　季節調整値は毎年1回（1月データ公表時）、過去にさかのぼって見直しが行われる。

＋１１

０

0

500

1,000

1,500

2,000

管内の求人・求職者数の推移

全国・福島県・相双の有効求人倍率の推移

新規求職申込件数 ・ 新規求人数の推移 （人）

0

2,000

4,000

6,000

月間有効求職者数・月間有効求人数の推移

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25有
効
求
人
倍
率

（人）

2



6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

　　就職件数 232 213 190 217 135 180 198 147 154 167 182 283 267 203 182 175 128 173

　　うち常用 219 193 178 196 127 165 185 138 134 145 162 265 230 185 168 163 116 161

合計　　　　　　　
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　（紹介月報（様式7号））

管内の雇用保険業務取扱状況       令和7年9月分
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管 内 の 月 別 就 職 件 数 の 推 移

年 代 別 有 効 求 職 者  分 布 状 況
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増　　減
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受 給 者 実 人 員 3 7 17
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計 男 女

適 用 事 業 所 数 3,070 -
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※支給金額は千円未満を切り捨てています。こ
のため本月計とは一致しないことがあります。
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出生後休業
支援給付金

育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ

１ 支給要件

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに（配偶者が就労していない場合
などは本人が）、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金
と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

① 被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ

育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または

出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14

日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を

要件としない場合」（裏面の３参照）に該当していること。

２ 支給額

被保険者（雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。）が、次の①および②の要
件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

※１ 出産手当金につきましては、ハローワークが取り扱う制度ではありません。ご自身が加入している健康保険等の運営機関へ
お問い合わせください。

※２ 育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負
担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80％の給付率で手取り10割相当の
給付となります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額（2025年８月１日時点：1６ ,１１0円（毎年８月１日に改定））がある
ことにご留意ください。

※３ 就労状況・賃金支払状況により出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合は、出生後休業支援給
付金の支給は行いません。

給付率2/３
（健康保険等による
出産手当金（※１）)

給付率５０％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始 １歳
180日８週間

１歳２月

母

父

給付率６７％
（育児休業給付金）

給付率５０％
（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率６７％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
67％

（出生時育児
休業給付金）

28日

28日

13％

13％

出生時育児休業給付金または
育児休業給付金と合わせて給
付率 80％（手取り10割相当
（※２））

支給額＝休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数（28日が上限）※2×13％

※１ 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近６か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して
得た額。

※２ 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日
を上限とする。

出生後休業
支援給付金

• 被保険者が産後休業をしていない場合（被保険者が父親または子が養子の場合）は、「子の出生日または出産予定日のうち

早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間。

• 被保険者が産後休業をした場合（被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合）は、「子の出生日または出産予定日のうち

早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

※ 対象期間：

２０２５年４月から

「出生後休業支援給付金」を創設しました

支給額の イメージ ※パパ・ママ育休プラス制度を活用した場合のイメージを記載しています。

➢ 2025年４月１日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年４月１

日」として要件を確認します。

・都道府県労働局・ハローワーク LL070801保04
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